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１ 国民健康保険財政について

a. 財政モデル

b. 国・府からの交付金等の推移

c. 療養給付費等負担金

d. 普通調整交付金、特別調整交付金

e. 特別調整交付金の状況

f. 都道府県調整交付金

g. 大阪府内市町村の補助金の交付状況

h. 北摂7市3町の補助金の交付状況
i. 一般会計からの繰入の変遷

j. 介護納付金と介護保険料調定の乖離
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a.財政モデル
低所得者層や高齢者の割合が高い
などの財政事情に着目した補填金
で一般会計からの繰入金。
交付税措置。

財政安定化支援

（保険者支援分）
低所得者数に応じて保険料額の一
定割合を公費で補填
（保険料軽減分）
低所得者の保険料軽減分を公費で
補填

保険基盤安定制度
高額な医療費による国保財政圧迫の
緩和を図るため、各市町村国保からの
拠出金を財源として、都道府県単位で
費用負担を調整。国および府は市の
拠出金に対して１／４ずつ負担。

高額医療費共同事業

（普通調整交付金）
市町村間の財政力の不均衡等（医療
費、所得水準）を調整するために交付
（特別調整交付金）
特別な事情（災害等）や経営努力に着
目して交付

調整交付金

一般被保険者の療養給付費、高額
療養費、老人保健拠出金、介護納
付金の３４％が国庫負担金として
交付

療養給付費等負担金

保健事業の推進を通じた医療費の
適正化等に対して交付

都道府県調整交付金

国 府

府 市

市

保険料

保険財政共同安定化事業

療養給付費等負担金

国

都道府県特別調整交付金

都道府県調整交付金

府

法定外一般会計繰入等

特別調整交付金

財政安定化支援事業

普通調整交付金

市

高額医療費共同事業

保険基盤安定制度
（保険料軽減分）

保険基盤安定制度
（保険者支援分）

障害者減免、赤字解消の繰入など
法定ではない一般会計からの繰入金

法定外一般会計繰入等

1件30万円を超える医療費の医療給
付費を対象に、全ての市町村が拠出
する財源により費用負担を調整。

保険財政共同安定化事業

※一般被保険者の医療分のモデル
法定繰入のうち、「職員給与費等繰入」及び
「出産育児一時金繰入」は、算定の対象外。
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b.国・府からの交付金等の推移
国・府からの交付金等の推移
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府調整交付金

特別調整交付金

普通調整交付金

療養給付費等負担金

府調整交付金（割合）

特別調整交付金（割合）

普通調整交付金（割合）

療養給付費等負担金（割合）

府調整交付金は、平成１７年度に
三位一体の改革の一環として
導入された
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c.療養給付費等負担金

国庫助成の中枢をなすもの

保険者の財政基盤を支援する
1. 定率補助金
2. 国保が負担する一般被保険者の医療費、老人保健拠出金及び介護納付金の
合算額の３４％

a. 退職者医療制度の資格を遡及適用させた被保険者にかかる医療費が控除され
るため（控除された医療費は、退職者医療療養給付費等交付金の対象となる）。

b. 大阪府・箕面市が単独で実施している医療費助成にかかる医療費は、一部負担
金の割合に応じて減額されるため。

c. 保険基盤安定繰入金の１／２相当額が減額されるため。

定率の補助金であるが、下記理由のため34%の補助率にはならない。定率の補助金であるが、下記理由のため34%の補助率にはならない。
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d.普通調整交付金・特別調整交付金

市町村の産業構造、住民の所得、家族構成等の差異により、
定率の国庫補助金のみでは解消できない市町村間の財政
力の不均衡を調整する補助金。

〔算定方法〕
     不足額

× ＝ 交付額

財政需要
財政収入

保険料収納
割合による
調整率

調整基準額

普通調整交付金
全国一律の算定基準を用いて、一般被保険者における財政需要に対して、
財政収入が不足する額を基準に補助。
ただし、保険料収納割合による減額措置がある。

特別調整交付金
画一的な算定方法では措置できない、市町村の個々の特殊事情（災害等）を
考慮して補助。

90%以上92%未満 5 1,300万円
87%以上90%未満 7
84%以上87%未満 9
81%以上84%未満 11
78%以上81%未満 13
75%以上78%未満 15
75%未満 20

１万人以上
５万人未満

減額率
平成19年度の

減額

一般被保険者に係る保険料収納割合（％）



7

e.特別調整交付金の内容

•災害等により保険料を減免したこと
•災害等により一部負担金を減免したこと
•流行病、災害による療養給付費が多額で
あること
•地域的特殊疾病に係る療養給付費等が
多額であること
•原爆被害者に係る療養給付費等が多額
であること
•原爆対象被爆者に係る療養給付費等が
多額であること
•療養担当手当に係る額があること
•特別療養給付に係る額があること
•僻地直営診療施設の運営費が多額であ
ること
•その他特別の事情があること
保健事業の実施、収納対策の実施、シ

ステム改修、減額解除（※）など

（千円）

平成１４年度 保健事業 8,000

収納特別対策 1,868

制度改正 3,750

13,618

平成１５年度 保健事業 8,000

収納特別対策 2,000

10,000

平成１６年度 減額解除 13,300

13,300

平成１７年度 減額解除 9,185

9,185

平成１８年度 制度改正 2,500

2,500

平成１９年度 保健事業 1,995

システム改修 546

2,541

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

合　　計

交付対象メニュー交付対象メニュー
交付実績交付実績

※減額解除とは、普通調整交付金において保険料収納割合による
調整率（いわゆるペナルティ）対象となった額について、翌年度に
収納率が改善した際にペナルティ分の１／２を特別調整交付金により
交付されるもの。
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f.都道府県調整交付金

〔算定方法〕
     不足額

× ＝ 交付額6/50 ×
知事が公示して
定める率

財政需要
財政収入

調整基準額

【府補助金】
■ 都道府県調整交付金
・大阪府内の市町村の財政を調整するために、府の条例により補助

普通都道府県調整交付金
一般被保険者における財政需要に対して、財政収入が不足する額を基準に補助

特別都道府県調整交付金
保健事業、医療費適正化、保険料平準化の実施状況により補助
※医療費通知などが交付の対象となる。
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平成１９年度補助金交付状況
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h.北摂7市3町の補助金交付状況
北摂7市3町の補助金交付状況
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i.一般会計からの繰入の変遷
一般会計繰入金内訳

（千円）

※１ ・・・・・・・ 当該年度老人保健拠出金のうち被保険者負担分から老健対象者負担分を差し引いた金額の２割相当分
※２ ・・・・・・・ 保健事業費、審査支払手数料、納付奨励費、事務経費のうち、国庫や繰入などで賄われないもの
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0

0

0

127,595

36,600

373,215

0

381,014

69,869

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

合計

保健事業補填分(※2)

特定健診一時経費繰入

121,313

54,352

財政安定化支援繰入金

障害減免分繰入金

899,214

8,845

130,631

808,991

0 0

老健拠出金負担緩和対策分(※1) 0 0 0 0

0

0

基盤安定（保険料軽減分）

基盤安定（保険者支援分）

職員給与費等繰入金

出産育児一時金繰入金

財政安定化支援事業繰入金

障 害 減 免 分 繰 入 金

医療費助成分繰入金

31,677

0

低所得者に対する政令軽減相当額を公費で負担する制度

軽減の対象となった一般被保険者数に応じて平均保険料の一定割合を公費で負担する制度

国保事業運営に係る、事務経費（人件費、報酬、旅費、需用費、役務費、委託料、賃金、負担金、社会保険料）の繰入

出産育児一時金の支給額の２／３に相当する額の繰入

前年度本算定時の障害減免額を繰入

府や市が単独で実施している医療助成により増加したとみなされた医療費については国庫負担がカットされる。それについての補填繰入

0

752,841

①被保険者の軽減世帯数の割合が特に多いこと。②病床数が多寡であること。③高齢者の割合が高いこと。以上３点に対する繰入

平成２０年度見込
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職員給与費等繰入金

出産育児一時金繰入金
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j.介護納付金と介護保険料調定
介護保険納付金と介護保険料の調定額が乖離している

介護納付金と介護保険料調定の推移
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